
 

 

 

 

問１（30 点）

⑴について

⒈ 特定資産の譲渡等

 事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。

⒉ 事業者向け電気通信利用役務の提供

 国外事業者が行う電気通信利用役務の提供

性質又はその役務の提供に係る取引条件等からその役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるも

のをいう。

（注） 

 

して行われる役務の提供（電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提

供を除く。）であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して

われる役務の提供以外のものをいう。

⒊ 特定役務の提供

 資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の一定の役務の提供（電気通信利用役務の提供

に該当するものを除く。）をいう。

 

 

⑵について

⒈ 特定資産の譲渡等を行った事業者

 消費税の課税対象となる国内において事業者が行った資産の譲渡等からは、特定資産の譲渡等に該

当するものは除かれるため、特定資産の譲渡等を行っても

⒉ 特定資産の譲渡等を受けた事業者

① 課税の対象

 国内において事業者が行った資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するものを除く。）及び特定

仕入れには、消費税を課する。

② 特定仕入れ

 事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。

③ 納税義務

 事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するものを除く。）及

び特定課税仕入れ（課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。）につき、消費税を納める

義務がある。なお、納税義務は、

④ 特定課税仕入れに係る

 特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る支払対価の額（対価として支

払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。）

とする。

⑤ 仕入れに係る消費税額の控除

 事業者（免税事業者を除く。）が、国内において行う特定課税仕入れについては、特定課税仕入れ
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点） 

⑴について（10 点） 

特定資産の譲渡等

事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。

事業者向け電気通信利用役務の提供

国外事業者が行う電気通信利用役務の提供

性質又はその役務の提供に係る取引条件等からその役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるも

のをいう。 

 電気通信利用役務の提供

 資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供その他の電気通信回線を介

して行われる役務の提供（電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提

供を除く。）であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して

われる役務の提供以外のものをいう。

特定役務の提供

資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の一定の役務の提供（電気通信利用役務の提供

に該当するものを除く。）をいう。

⑵について（10 点） 

特定資産の譲渡等を行った事業者

消費税の課税対象となる国内において事業者が行った資産の譲渡等からは、特定資産の譲渡等に該

当するものは除かれるため、特定資産の譲渡等を行っても

特定資産の譲渡等を受けた事業者

課税の対象 

国内において事業者が行った資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するものを除く。）及び特定

仕入れには、消費税を課する。

特定仕入れ 

事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。

納税義務者の原則

事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するものを除く。）及

び特定課税仕入れ（課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。）につき、消費税を納める

義務がある。なお、納税義務は、

特定課税仕入れに係る

特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る支払対価の額（対価として支

払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。）

とする。 

仕入れに係る消費税額の控除

事業者（免税事業者を除く。）が、国内において行う特定課税仕入れについては、特定課税仕入れ
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特定資産の譲渡等 

事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。

事業者向け電気通信利用役務の提供

国外事業者が行う電気通信利用役務の提供

性質又はその役務の提供に係る取引条件等からその役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるも

電気通信利用役務の提供

資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供その他の電気通信回線を介

して行われる役務の提供（電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提

供を除く。）であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して

われる役務の提供以外のものをいう。

特定役務の提供 

資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の一定の役務の提供（電気通信利用役務の提供

に該当するものを除く。）をいう。

 

特定資産の譲渡等を行った事業者

消費税の課税対象となる国内において事業者が行った資産の譲渡等からは、特定資産の譲渡等に該

当するものは除かれるため、特定資産の譲渡等を行っても

特定資産の譲渡等を受けた事業者

 

国内において事業者が行った資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するものを除く。）及び特定

仕入れには、消費税を課する。

 

事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。

の原則 

事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するものを除く。）及

び特定課税仕入れ（課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。）につき、消費税を納める

義務がある。なお、納税義務は、

特定課税仕入れに係る課税標

特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る支払対価の額（対価として支

払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。）

仕入れに係る消費税額の控除

事業者（免税事業者を除く。）が、国内において行う特定課税仕入れについては、特定課税仕入れ

〔第一問〕 

事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。

事業者向け電気通信利用役務の提供 

国外事業者が行う電気通信利用役務の提供

性質又はその役務の提供に係る取引条件等からその役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるも

電気通信利用役務の提供 

資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供その他の電気通信回線を介

して行われる役務の提供（電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提

供を除く。）であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して

われる役務の提供以外のものをいう。

資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の一定の役務の提供（電気通信利用役務の提供

に該当するものを除く。）をいう。 

特定資産の譲渡等を行った事業者 

消費税の課税対象となる国内において事業者が行った資産の譲渡等からは、特定資産の譲渡等に該

当するものは除かれるため、特定資産の譲渡等を行っても

特定資産の譲渡等を受けた事業者 

国内において事業者が行った資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するものを除く。）及び特定

仕入れには、消費税を課する。 

事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。

事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するものを除く。）及

び特定課税仕入れ（課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。）につき、消費税を納める

義務がある。なお、納税義務は、課税資産の譲渡等若しくは特定課税仕入れをした時

課税標準 

特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る支払対価の額（対価として支

払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。）

仕入れに係る消費税額の控除 

事業者（免税事業者を除く。）が、国内において行う特定課税仕入れについては、特定課税仕入れ

(1)   

 消 費 税

事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。

国外事業者が行う電気通信利用役務の提供（注）のうち、その電気通信利用役務の提供に係る役務の

性質又はその役務の提供に係る取引条件等からその役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるも

資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供その他の電気通信回線を介

して行われる役務の提供（電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提

供を除く。）であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して

われる役務の提供以外のものをいう。 

資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の一定の役務の提供（電気通信利用役務の提供

消費税の課税対象となる国内において事業者が行った資産の譲渡等からは、特定資産の譲渡等に該

当するものは除かれるため、特定資産の譲渡等を行っても

国内において事業者が行った資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するものを除く。）及び特定

事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。

事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するものを除く。）及

び特定課税仕入れ（課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。）につき、消費税を納める

課税資産の譲渡等若しくは特定課税仕入れをした時

特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る支払対価の額（対価として支

払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。）

事業者（免税事業者を除く。）が、国内において行う特定課税仕入れについては、特定課税仕入れ

 

税 法  

事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。

のうち、その電気通信利用役務の提供に係る役務の

性質又はその役務の提供に係る取引条件等からその役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるも

資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供その他の電気通信回線を介

して行われる役務の提供（電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提

供を除く。）であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して

資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の一定の役務の提供（電気通信利用役務の提供

消費税の課税対象となる国内において事業者が行った資産の譲渡等からは、特定資産の譲渡等に該

当するものは除かれるため、特定資産の譲渡等を行っても消費税の課税対象外とされる。

国内において事業者が行った資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するものを除く。）及び特定

事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。 

事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するものを除く。）及

び特定課税仕入れ（課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。）につき、消費税を納める

課税資産の譲渡等若しくは特定課税仕入れをした時

特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る支払対価の額（対価として支

払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。）

事業者（免税事業者を除く。）が、国内において行う特定課税仕入れについては、特定課税仕入れ

  解 答 速

事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。 

のうち、その電気通信利用役務の提供に係る役務の

性質又はその役務の提供に係る取引条件等からその役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるも

資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供その他の電気通信回線を介

して行われる役務の提供（電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提

供を除く。）であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して

資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の一定の役務の提供（電気通信利用役務の提供

消費税の課税対象となる国内において事業者が行った資産の譲渡等からは、特定資産の譲渡等に該

消費税の課税対象外とされる。

国内において事業者が行った資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するものを除く。）及び特定

事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するものを除く。）及

び特定課税仕入れ（課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。）につき、消費税を納める

課税資産の譲渡等若しくは特定課税仕入れをした時

特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る支払対価の額（対価として支

払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。）

事業者（免税事業者を除く。）が、国内において行う特定課税仕入れについては、特定課税仕入れ

速 報 

のうち、その電気通信利用役務の提供に係る役務の

性質又はその役務の提供に係る取引条件等からその役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるも

資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供その他の電気通信回線を介

して行われる役務の提供（電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提

供を除く。）であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して

資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の一定の役務の提供（電気通信利用役務の提供

消費税の課税対象となる国内において事業者が行った資産の譲渡等からは、特定資産の譲渡等に該

消費税の課税対象外とされる。

国内において事業者が行った資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するものを除く。）及び特定

事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するものを除く。）及

び特定課税仕入れ（課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。）につき、消費税を納める

課税資産の譲渡等若しくは特定課税仕入れをした時に成立する。

特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る支払対価の額（対価として支

払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。）

事業者（免税事業者を除く。）が、国内において行う特定課税仕入れについては、特定課税仕入れ

のうち、その電気通信利用役務の提供に係る役務の

性質又はその役務の提供に係る取引条件等からその役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるも

資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供その他の電気通信回線を介

して行われる役務の提供（電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提

供を除く。）であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行

資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の一定の役務の提供（電気通信利用役務の提供

消費税の課税対象となる国内において事業者が行った資産の譲渡等からは、特定資産の譲渡等に該

消費税の課税対象外とされる。 

国内において事業者が行った資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するものを除く。）及び特定

事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するものを除く。）及

び特定課税仕入れ（課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。）につき、消費税を納める

に成立する。 

特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る支払対価の額（対価として支

払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。）

事業者（免税事業者を除く。）が、国内において行う特定課税仕入れについては、特定課税仕入れ

のうち、その電気通信利用役務の提供に係る役務の

性質又はその役務の提供に係る取引条件等からその役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるも

資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供その他の電気通信回線を介

して行われる役務の提供（電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提

行

資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の一定の役務の提供（電気通信利用役務の提供

消費税の課税対象となる国内において事業者が行った資産の譲渡等からは、特定資産の譲渡等に該

国内において事業者が行った資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するものを除く。）及び特定

事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するものを除く。）及

び特定課税仕入れ（課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。）につき、消費税を納める

 

特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る支払対価の額（対価として支

払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。）

事業者（免税事業者を除く。）が、国内において行う特定課税仕入れについては、特定課税仕入れ



 

 

 

を行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その課税期間中に国内において

行った特定課税仕入れに係る消費税額（特定課税仕入れに係る支払対価の額に

て算出した金額をい

 

 

⑶について

⒈ 消費税が課されるもの

 国外事業者の国内事業所

業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合には、国内取引とな

り消費税が課される。

⒉ 特定仕入れの国内取引の判定

 特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、その特定仕入れを行った事業者が、その特

定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、①又は②に定める場所が国内にあるかどうかに

より行うものとする。

 ただし、国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ（他の者から受けた事業者向け電気通信利用役

務の提供に限る。以下同じ。）のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われ

たものとし。事業者（国外事業者を除く。）が国外事業所等で行う特定仕入れのうち、国外において行

う資産の譲渡等にのみ要するものは国外

① 役務の提供（②の場合を除く。）

 役務の提供が行われた場所（その役務の提供が国際運輸、国際通信等でその役務の提供が行われ

た場所が明らかでないものとして一定のものである場合には、一定の場所）

② 電気通信利用役務の提供

 電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 

 

 

を行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その課税期間中に国内において

行った特定課税仕入れに係る消費税額（特定課税仕入れに係る支払対価の額に

て算出した金額をい

⑶について（10 点） 

消費税が課されるもの

国外事業者の国内事業所

業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合には、国内取引とな

り消費税が課される。

特定仕入れの国内取引の判定

特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、その特定仕入れを行った事業者が、その特

定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、①又は②に定める場所が国内にあるかどうかに

より行うものとする。

ただし、国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ（他の者から受けた事業者向け電気通信利用役

務の提供に限る。以下同じ。）のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われ

たものとし。事業者（国外事業者を除く。）が国外事業所等で行う特定仕入れのうち、国外において行

う資産の譲渡等にのみ要するものは国外

役務の提供（②の場合を除く。）

役務の提供が行われた場所（その役務の提供が国際運輸、国際通信等でその役務の提供が行われ

た場所が明らかでないものとして一定のものである場合には、一定の場所）

電気通信利用役務の提供

電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

を行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その課税期間中に国内において

行った特定課税仕入れに係る消費税額（特定課税仕入れに係る支払対価の額に

て算出した金額をいう。）の合計額を控除する。

 

消費税が課されるもの 

国外事業者の国内事業所等である国内支店等において、国内において行う資産の譲渡等のための

業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合には、国内取引とな

り消費税が課される。 

特定仕入れの国内取引の判定

特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、その特定仕入れを行った事業者が、その特

定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、①又は②に定める場所が国内にあるかどうかに

より行うものとする。 

ただし、国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ（他の者から受けた事業者向け電気通信利用役

務の提供に限る。以下同じ。）のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われ

たものとし。事業者（国外事業者を除く。）が国外事業所等で行う特定仕入れのうち、国外において行

う資産の譲渡等にのみ要するものは国外

役務の提供（②の場合を除く。）

役務の提供が行われた場所（その役務の提供が国際運輸、国際通信等でその役務の提供が行われ

た場所が明らかでないものとして一定のものである場合には、一定の場所）

電気通信利用役務の提供

電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

を行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その課税期間中に国内において

行った特定課税仕入れに係る消費税額（特定課税仕入れに係る支払対価の額に

う。）の合計額を控除する。

等である国内支店等において、国内において行う資産の譲渡等のための

業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合には、国内取引とな

特定仕入れの国内取引の判定 

特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、その特定仕入れを行った事業者が、その特

定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、①又は②に定める場所が国内にあるかどうかに

ただし、国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ（他の者から受けた事業者向け電気通信利用役

務の提供に限る。以下同じ。）のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われ

たものとし。事業者（国外事業者を除く。）が国外事業所等で行う特定仕入れのうち、国外において行

う資産の譲渡等にのみ要するものは国外で行われたものとする。

役務の提供（②の場合を除く。） 

役務の提供が行われた場所（その役務の提供が国際運輸、国際通信等でその役務の提供が行われ

た場所が明らかでないものとして一定のものである場合には、一定の場所）

電気通信利用役務の提供 

電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

(2)   

を行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その課税期間中に国内において

行った特定課税仕入れに係る消費税額（特定課税仕入れに係る支払対価の額に

う。）の合計額を控除する。 

等である国内支店等において、国内において行う資産の譲渡等のための

業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合には、国内取引とな

特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、その特定仕入れを行った事業者が、その特

定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、①又は②に定める場所が国内にあるかどうかに

ただし、国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ（他の者から受けた事業者向け電気通信利用役

務の提供に限る。以下同じ。）のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われ

たものとし。事業者（国外事業者を除く。）が国外事業所等で行う特定仕入れのうち、国外において行

で行われたものとする。

役務の提供が行われた場所（その役務の提供が国際運輸、国際通信等でその役務の提供が行われ

た場所が明らかでないものとして一定のものである場合には、一定の場所）

電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 

を行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その課税期間中に国内において

行った特定課税仕入れに係る消費税額（特定課税仕入れに係る支払対価の額に

等である国内支店等において、国内において行う資産の譲渡等のための

業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合には、国内取引とな

特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、その特定仕入れを行った事業者が、その特

定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、①又は②に定める場所が国内にあるかどうかに

ただし、国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ（他の者から受けた事業者向け電気通信利用役

務の提供に限る。以下同じ。）のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われ

たものとし。事業者（国外事業者を除く。）が国外事業所等で行う特定仕入れのうち、国外において行

で行われたものとする。

役務の提供が行われた場所（その役務の提供が国際運輸、国際通信等でその役務の提供が行われ

た場所が明らかでないものとして一定のものである場合には、一定の場所）

電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

を行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その課税期間中に国内において

行った特定課税仕入れに係る消費税額（特定課税仕入れに係る支払対価の額に

等である国内支店等において、国内において行う資産の譲渡等のための

業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合には、国内取引となるため消費税の課税対象取引とな

特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、その特定仕入れを行った事業者が、その特

定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、①又は②に定める場所が国内にあるかどうかに

ただし、国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ（他の者から受けた事業者向け電気通信利用役

務の提供に限る。以下同じ。）のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われ

たものとし。事業者（国外事業者を除く。）が国外事業所等で行う特定仕入れのうち、国外において行

 

役務の提供が行われた場所（その役務の提供が国際運輸、国際通信等でその役務の提供が行われ

た場所が明らかでないものとして一定のものである場合には、一定の場所）

電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

を行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その課税期間中に国内において

行った特定課税仕入れに係る消費税額（特定課税仕入れに係る支払対価の額に 100 分の

等である国内支店等において、国内において行う資産の譲渡等のための

消費税の課税対象取引とな

特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、その特定仕入れを行った事業者が、その特

定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、①又は②に定める場所が国内にあるかどうかに

ただし、国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ（他の者から受けた事業者向け電気通信利用役

務の提供に限る。以下同じ。）のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われ

たものとし。事業者（国外事業者を除く。）が国外事業所等で行う特定仕入れのうち、国外において行

役務の提供が行われた場所（その役務の提供が国際運輸、国際通信等でその役務の提供が行われ

た場所が明らかでないものとして一定のものである場合には、一定の場所） 

電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

を行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その課税期間中に国内において

分の 6.3 を乗じ

等である国内支店等において、国内において行う資産の譲渡等のための事

消費税の課税対象取引とな

特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、その特定仕入れを行った事業者が、その特

定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、①又は②に定める場所が国内にあるかどうかに

ただし、国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ（他の者から受けた事業者向け電気通信利用役

務の提供に限る。以下同じ。）のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われ

たものとし。事業者（国外事業者を除く。）が国外事業所等で行う特定仕入れのうち、国外において行

役務の提供が行われた場所（その役務の提供が国際運輸、国際通信等でその役務の提供が行われ

電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 

を行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その課税期間中に国内において

を乗じ

事

消費税の課税対象取引とな

特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、その特定仕入れを行った事業者が、その特

定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、①又は②に定める場所が国内にあるかどうかに

ただし、国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れ（他の者から受けた事業者向け電気通信利用役

務の提供に限る。以下同じ。）のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われ

たものとし。事業者（国外事業者を除く。）が国外事業所等で行う特定仕入れのうち、国外において行

役務の提供が行われた場所（その役務の提供が国際運輸、国際通信等でその役務の提供が行われ

 



 

 

 

問２（20 点）

⑴について

（選択欄）

（理由）

 課税資産の譲渡等とは、

とされるもの以外のものをいい、国内及び国外取引の両方が含まれるため

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵について

（選択欄）

（理由）

 輸出の許可を受けた貨物は、外国貨物であり、保税地域における外国貨物の譲渡は、輸出取引等に該当

するため

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点） 

⑴について（５点） 

（選択欄） 正 ・ 

（理由） 

課税資産の譲渡等とは、

とされるもの以外のものをいい、国内及び国外取引の両方が含まれるため

⑵について（５点） 

（選択欄） 正 ・ 

（理由） 

輸出の許可を受けた貨物は、外国貨物であり、保税地域における外国貨物の譲渡は、輸出取引等に該当

するため 

 

 

 誤 

課税資産の譲渡等とは、 資産の譲渡等のうち、国内取引の非課税の規定により消費税を課さないこと

とされるもの以外のものをいい、国内及び国外取引の両方が含まれるため

 

 誤 

輸出の許可を受けた貨物は、外国貨物であり、保税地域における外国貨物の譲渡は、輸出取引等に該当

  

資産の譲渡等のうち、国内取引の非課税の規定により消費税を課さないこと

とされるもの以外のものをいい、国内及び国外取引の両方が含まれるため

輸出の許可を受けた貨物は、外国貨物であり、保税地域における外国貨物の譲渡は、輸出取引等に該当

(3)   

資産の譲渡等のうち、国内取引の非課税の規定により消費税を課さないこと

とされるもの以外のものをいい、国内及び国外取引の両方が含まれるため

輸出の許可を受けた貨物は、外国貨物であり、保税地域における外国貨物の譲渡は、輸出取引等に該当

 

資産の譲渡等のうち、国内取引の非課税の規定により消費税を課さないこと

とされるもの以外のものをいい、国内及び国外取引の両方が含まれるため

輸出の許可を受けた貨物は、外国貨物であり、保税地域における外国貨物の譲渡は、輸出取引等に該当

資産の譲渡等のうち、国内取引の非課税の規定により消費税を課さないこと

とされるもの以外のものをいい、国内及び国外取引の両方が含まれるため 

輸出の許可を受けた貨物は、外国貨物であり、保税地域における外国貨物の譲渡は、輸出取引等に該当

資産の譲渡等のうち、国内取引の非課税の規定により消費税を課さないこと

輸出の許可を受けた貨物は、外国貨物であり、保税地域における外国貨物の譲渡は、輸出取引等に該当

資産の譲渡等のうち、国内取引の非課税の規定により消費税を課さないこと

輸出の許可を受けた貨物は、外国貨物であり、保税地域における外国貨物の譲渡は、輸出取引等に該当

資産の譲渡等のうち、国内取引の非課税の規定により消費税を課さないこと 

輸出の許可を受けた貨物は、外国貨物であり、保税地域における外国貨物の譲渡は、輸出取引等に該当 



 

 

 

⑶について

（選択欄）

（理由）

 個別対応方式の計算が認められるためには、その課税期間中に国内において行った課税仕入れ及び特定

課税仕入れ並びにその課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、次の３つに区分す

ることを要するため

 ① 課税資産の譲渡等にのみ要するもの

 ② その他の資産の譲渡等にのみ要するもの

 ③ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの

 

 

 

 

 

 

⑷について

（選択欄）

（理由）

 国内における課税資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するもの及び輸出免税取引等を除く。）及び

特定課税仕入れがなく、かつ、差引税額がない課税期間については、確定申告書の提出を要しないとされ

ているが、課税資産の譲渡等があるため、確定申告書の提出を要するため

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶について（５点） 

（選択欄） 正 ・ 

（理由） 

個別対応方式の計算が認められるためには、その課税期間中に国内において行った課税仕入れ及び特定

課税仕入れ並びにその課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、次の３つに区分す

ることを要するため 

課税資産の譲渡等にのみ要するもの

その他の資産の譲渡等にのみ要するもの

課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの

⑷について（５点） 

（選択欄） 正 ・ 

（理由） 

国内における課税資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するもの及び輸出免税取引等を除く。）及び

特定課税仕入れがなく、かつ、差引税額がない課税期間については、確定申告書の提出を要しないとされ

ているが、課税資産の譲渡等があるため、確定申告書の提出を要するため

 

 誤 

個別対応方式の計算が認められるためには、その課税期間中に国内において行った課税仕入れ及び特定

課税仕入れ並びにその課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、次の３つに区分す

 

課税資産の譲渡等にのみ要するもの

その他の資産の譲渡等にのみ要するもの

課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの

 

 誤 

国内における課税資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するもの及び輸出免税取引等を除く。）及び

特定課税仕入れがなく、かつ、差引税額がない課税期間については、確定申告書の提出を要しないとされ

ているが、課税資産の譲渡等があるため、確定申告書の提出を要するため

個別対応方式の計算が認められるためには、その課税期間中に国内において行った課税仕入れ及び特定

課税仕入れ並びにその課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、次の３つに区分す

課税資産の譲渡等にのみ要するもの 

その他の資産の譲渡等にのみ要するもの

課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの

国内における課税資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するもの及び輸出免税取引等を除く。）及び

特定課税仕入れがなく、かつ、差引税額がない課税期間については、確定申告書の提出を要しないとされ

ているが、課税資産の譲渡等があるため、確定申告書の提出を要するため

(4)   

個別対応方式の計算が認められるためには、その課税期間中に国内において行った課税仕入れ及び特定

課税仕入れ並びにその課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、次の３つに区分す

 

その他の資産の譲渡等にのみ要するもの 

課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの

国内における課税資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するもの及び輸出免税取引等を除く。）及び

特定課税仕入れがなく、かつ、差引税額がない課税期間については、確定申告書の提出を要しないとされ

ているが、課税資産の譲渡等があるため、確定申告書の提出を要するため

 

個別対応方式の計算が認められるためには、その課税期間中に国内において行った課税仕入れ及び特定

課税仕入れ並びにその課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、次の３つに区分す

課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの

国内における課税資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するもの及び輸出免税取引等を除く。）及び

特定課税仕入れがなく、かつ、差引税額がない課税期間については、確定申告書の提出を要しないとされ

ているが、課税資産の譲渡等があるため、確定申告書の提出を要するため

個別対応方式の計算が認められるためには、その課税期間中に国内において行った課税仕入れ及び特定

課税仕入れ並びにその課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、次の３つに区分す

課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの 

国内における課税資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するもの及び輸出免税取引等を除く。）及び

特定課税仕入れがなく、かつ、差引税額がない課税期間については、確定申告書の提出を要しないとされ

ているが、課税資産の譲渡等があるため、確定申告書の提出を要するため 

個別対応方式の計算が認められるためには、その課税期間中に国内において行った課税仕入れ及び特定

課税仕入れ並びにその課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、次の３つに区分す

国内における課税資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するもの及び輸出免税取引等を除く。）及び

特定課税仕入れがなく、かつ、差引税額がない課税期間については、確定申告書の提出を要しないとされ

個別対応方式の計算が認められるためには、その課税期間中に国内において行った課税仕入れ及び特定

課税仕入れ並びにその課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、次の３つに区分す

国内における課税資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するもの及び輸出免税取引等を除く。）及び

特定課税仕入れがなく、かつ、差引税額がない課税期間については、確定申告書の提出を要しないとされ

個別対応方式の計算が認められるためには、その課税期間中に国内において行った課税仕入れ及び特定 

課税仕入れ並びにその課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、次の３つに区分す 

国内における課税資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するもの及び輸出免税取引等を除く。）及び 

特定課税仕入れがなく、かつ、差引税額がない課税期間については、確定申告書の提出を要しないとされ 



(5) 

Ｚ－67－Ｆ 〔第二問〕 消 費 税 法  解 答 速 報 

 

問１ ◎２点×10 箇所＋☆１点×５箇所＝25 点 

Ⅰ 納税義務の有無の判定及び簡易課税制度の適用の有無の判定 

区  分 金  額 計  算  過  程 

基準期間の課税売

上高 

◎  49,575,907 円 〔税義務の有無の判定〕 

 ⑴ 54,113,180 円×
100

108
 ＝50,104,796 円 

  ⑵ 571,200 円－571,200 円×
6.3

108
 ×

80

63
 ＝528,889 円 

  ⑶ ⑴－⑵＝49,575,907 円 

    49,575,907 円 ＞ 10,000,000 円  ∴ 納税義務あり 

簡易課税制度の適

用の有無 

 〔簡易課税制度の適用の有無の判定〕 

有 ・ 無 簡易課税制度選択届出書の提出有り 
 

 

  基準期間の課税売上高  49,575,907 円 ≦ 50,000,000 円  ◎ 

  ∴ 簡易課税制度適用あり   

 

Ⅱ 課税標準額に対する消費税額の計算 

区  分 金  額 計  算  過  程 

課 税 標 準 額 ◎  56,356,000 円 〔課税標準額の計算〕 

  ⑴ 第一種事業 

    1,568,890 円 

  ⑵ 第二種事業 

    （6,122,090 円＋489,777 円）＋（2,230,000 円＋178,400 円） 

    ＝9,020,267 円 

  ⑶ 第四種事業 

    4,500,000 円 

  ⑷ 第五種事業 

    42,385,410 円＋3,390,811 円＝45,776,221 円 

  ⑸ 合計 

    ⑴＋⑵＋⑶＋⑷＝60,865,378 円 

    60,865,378 円×
100

108
 ＝56,356,831 円 → 56,356,000 円（千円未満切捨） 

課税標準額に対

する消費税額 

◎  3,550,428 円 〔課税標準額に対する消費税額の計算〕 

 56,356,000 円×6.3％＝3,550,428 円 

 

 

 

  



(6) 

Ⅲ 仕入れに係る消費税額の計算等 

区  分 金  額 計  算  過  程 

課 税 売 上 割 合 円 

        

        
 

〔課税仕入れ等の税額の計算〕 

簡易課税制度の適用を選

択した場合には記載の必

要はない 
⑴ 業種別課税売上高 

控除対象仕入税額 ◎  1,952,712 円  ① 第一種事業 

     1,568,890 円×
100

108
 ＝1,452,675 円 

   ② 第二種事業 

     9,020,267 円×
100

108
  

     －{（857,340 円＋68,588 円）－（857,340 円＋68,588 円）×
6.3

108
 ×

80

63
 } 

     ＝7,494,757 円 

   ③ 第四種事業 

     4,500,000 円×
100

108
 ＝4,166,666 円 

   ④ 第五種事業 

     45,776,221 円×
100

108
 ＝42,385,389 円 

   ⑤ 合計 

     ①＋②＋③＋④＝55,499,487 円 

  ⑵ 業種別消費税額 

   ① 第一種事業 

     1,568,890 円×
6.3

108
 ＝91,518 円 

   ② 第二種事業 

     9,020,267 円×
6.3

108
 －（857,340 円＋68,588 円）×

6.3

108
 ＝472,170 円 

   ③ 第四種事業 

     4,500,000 円×
6.3

108
 ＝262,500 円 

   ④ 第五種事業 

     45,776,221 円×
6.3

108
 ＝2,670,279 円 

   ⑤ 合計 

     ①＋②＋③＋④＝3,496,467 円 

  ⑶ 控除対象仕入税額 

   ① 基準税額 

     3,550,428 円－54,012 円＝3,496,416 円 

   ② 原則計算（算式☆） 

     3,496,416 円×
1,952,741円※

3,496,467円
 ＝1,952,712 円 

     ※ 91,518 円×90％＋472,170 円×80％＋262,500 円×60％ 



(7) 

Ⅲ 仕入れに係る消費税額の計算等（続き） 

区  分 金  額 計  算  過  程 

       ＋2,670,279 円×50％＝1,952,741 円 

   ③ 特例計算 

    イ 特定１事業（第五種）（算式☆） 

      
42,385,389円

55,499,487円
 ＝0.7637… ≧ 75％  ∴ 適用あり 

      3,496,416 円×50％＝1,748,208 円 

    ロ 特定２事業 

     (ｲ) 第一種事業と第五種事業（算式☆） 

        
1,452,675円＋42,385,389円

55,499,487円
 ＝0.7898… ≧ 75％ 

        ∴ 適用あり 

        3,496,416 円×
1,784,840円※

3,496,467円
 ＝1,784,813 円 

        ※ 91,518 円×90％＋（3,496,467 円－91,518 円）×50％ 

          ＝1,784,840 円 

     (ﾛ) 第二種事業と第五種事業（算式☆） 

        
7,494,757円＋42,385,389円

55,499,487円
 ＝0.8987… ≧ 75％ 

        ∴ 適用あり 

        3,496,416 円×
1,889,884円※

3,496,467円
 ＝1,889,856 円 

        ※ 472,170 円×80％＋（3,496,467 円－472,170 円）×50％ 

          ＝1,889,884 円 

     (ﾊ) 第四種事業と第五種事業（算式☆） 

        
4,166,666円＋42,385,389円

55,499,487円
 ＝0.8387… ≧ 75％ 

        ∴ 適用あり 

        3,496,416 円×
1,774,483円※

3,496,467円
 ＝1,774,457 円 

        ※ 262,500 円×60％＋（3,496,467 円－262,500 円）×50％ 

          ＝1,774,483 円 

   ④ 1,952,712 円 ＞ 1,889,856 円 ＞ 1,784,813 円 ＞ 1,774,457 円 

     ＞ 1,748,208 円 

     ∴ 1,952,712 円 

売上げの返還等

対価に係る税額  

◎    54,012 円 〔売上げの返還等対価に係る消費税額の計算〕 

 （857,340 円＋68,588 円）×
6.3

108
 ＝54,012 円 

貸倒れに係る税額 ◎    9,135円 〔貸倒れに係る消費税額の計算〕 

  156,600 円×
6.3

108
 ＝9,135 円 



(8) 

Ⅲ 仕入れに係る消費税額の計算等（続き） 

区  分 金  額 計  算  過  程 

控 除 税 額 小 計 2,015,859 円 〔控除税額小計の計算〕 

  1,952,712 円＋54,012 円＋9,135 円＝2,015,859 円 

 

Ⅳ 差引税額又は控除不足還付税額の計算 

区  分 金  額 計  算  過  程 

差 引 税 額 ◎  1,534,500 円 〔差引税額又は控除不足還付税額の計算〕 

控除不足還付税額 0 円 3,550,428 円－2,015,859 円＝1,534,569 円 → 1,534,500 円（百円未満切捨） 

 

Ⅴ 中間納付税額の計算 

区  分 金  額 計  算  過  程 

中 間 納 付 税 額 ◎   266,800 円 〔中間納付税額の計算〕 

  ⑴ １月中間申告 

    533,700 円×
１

12
 ＝44,475 円 ≦ 4,000,000 円 

    ∴ 適用なし 

  ⑵ ３月中間申告 

    533,700 円×
３

12
 ＝133,425 円 ≦ 1,000,000 円 

    ∴ 適用なし 

  ⑶ ６月中間申告 

    533,700 円×
６

12
 ＝266,850 円 ＞ 240,000 円 

    ∴ 適用あり 

      中間納付税額  266,800 円（百円未満切捨） 

 

Ⅵ 納付税額又は中間納付還付税額の計算 

区  分 金  額 計  算  過  程 

納 付 税 額 ◎  1,267,700 円 〔納付税額又は中間納付還付税額の計算〕 

中間納付還付税額 0 円 1,534,500 円－266,800 円＝1,267,700 円 

 

 



(9) 

問２ ◎２点×10 箇所＋☆１点×５箇所＝25 点 

Ⅰ 納税義務の有無の判定及び簡易課税制度の適用の有無の判定 

区  分 金  額 計  算  過  程 

基準期間の課税売

上高 

◎  49,429,812 円 〔税義務の有無の判定〕 

 ⑴ （23,097,032 円－2,200 円）＋（29,438,040 円－2,500 円）×
100

108
  

    ＝50,349,961 円 

  ⑵ 442,000 円＋（516,400 円－516,400 円×
6.3

108
 ×

80

63
 ）＝920,149 円 

  ⑶ ⑴－⑵＝49,429,812 円 

    49,429,812 円 ＞ 10,000,000 円  ∴ 納税義務あり 

簡易課税制度の適

用の有無 

 〔簡易課税制度の適用の有無の判定〕 

有 ・ 無 共同住宅  120,000,000 円×
100

108
 ＝111,111,111 円 ≧ 1,000,000 円 

  ∴ 調整対象固定資産に該当 

  新設法人に該当する事業者が調整対象固定資産を取得しているため簡易課税 

  制度は不適用 ◎ 

 

Ⅱ 課税標準額に対する消費税額の計算 

区  分 金  額 計  算  過  程 

課 税 標 準 額 ◎  95,129,000 円 〔課税標準額の計算〕 

  売上高（88,200,000 円＋13,564,000 円）＋雑収入 976,000 円 

  ＝102,740,000 円 

  102,740,000 円×
100

108
 ＝95,129,629 円 → 95,129,000 円（千円未満切捨） 

課税標準額に対

する消費税額 

◎  5,993,127 円 〔課税標準額に対する消費税額の計算〕 

 95,129,000 円×6.3％＝5,993,127 円 

 

Ⅲ 仕入れに係る消費税額の計算等 

区  分 金  額 計  算  過  程 

課 税 売 上 割 合 円 

◎  
107,356,369

115,773,137
  

〔課税仕入れ等の税額の計算〕 

簡易課税制度の適用を選

択した場合には記載の必

要はない 
⑴ 課税売上割合 

控除対象仕入税額 ◎  4,856,323 円  ① 課税売上高 

    イ 95,129,629 円＋15,236,000 円＝110,365,629 円 

    ロ 3,250,000 円－3,250,000 円×
6.3

108
 ×

80

63
 ＝3,009,260 円 

    ハ イ－ロ＝107,356,369 円 

   ② 非課税売上高 

     受取利息（14,200 円＋2,515 円＋53 円）＋雑収入（6,200,000 円 

     ＋2,200,000 円）＝8,416,768 円 



(10) 

Ⅲ 仕入れに係る消費税額の計算等（続き） 

区  分 金  額 計  算  過  程 

   ③ 課税売上割合 

     
①

①＋②
 ＝

107,356,369円

115,773,137円
 ＝0.9272… ＜ 95％ 

     ∴ 按分計算が必要 

  ⑵ 区分経理及び税額 

   ① 課税資産の譲渡等にのみ要するもの 

    イ 課税仕入れ 

      商品仕入22,790,476円＋外注費15,810,501円☆＋賃借料1,440,000円 

      ＋水道光熱費 311,941 円＋接待交際費（126,000 円－400 円 

      ＋536,570 円）＋修繕費（357,500 円＋2,200,000 円）☆ 

      ＋広告宣伝費 126,000 円☆＋製造経費 16,816,371 円 

      ＝60,514,959 円 

      60,514,959 円×
6.3

108
 ＝3,530,039 円 

    ロ 課税貨物 

      707,000 円＋16,200 円＝723,200 円 ☆ 

   ② その他の資産の譲渡等にのみ要するもの 

     営業経費  120,000 円 

     120,000 円×
6.3

108
 ＝7,000 円 

   ③ 共通して要するもの 

     通勤手当（3,719,344 円－520,000 円）☆＋派遣料 1,044,700 円 

     ＋福利厚生費（1,114,000 円－70,000 円）＋旅費交通費 1,253,400 円 

     ＋通信費 1,224,212 円＋消耗品費 1,250,000 円 

     ＋営業経費（960,000 円＋1,173,500 円）＝11,149,156 円 

     11,149,156 円×
6.3

108
 ＝650,367 円 

   ④ 合計 

    イ 課税仕入れ 

      （60,514,959 円＋120,000 円＋11,149,156 円）×
6.3

108
 ＝4,187,406 円 

    ロ 課税貨物  723,200 円 

  ⑶ 個別対応方式 

    3,530,039 円＋723,200 円＋650,367 円×
107,356,369円

115,773,137円
 ＝4,856,323 円 

 

  



(11) 

Ⅲ 仕入れに係る消費税額の計算等（続き） 

区  分 金  額 計  算  過  程 

  ⑷ 一括比例配分方式 

    （4,187,406 円＋723,200 円）×
107,356,369円

115,773,137円
 ＝4,553,602 円 

  ⑸ 有利判定 

    ⑶ ＞ ⑷  ∴ ⑶  4,856,323 円 

売上げの返還等

対価に係る税額  

◎   189,583 円 〔売上げの返還等対価に係る消費税額の計算〕 

 3,250,000 円×
6.3

108
 ＝189,583 円 

貸倒れに係る税額 ◎      0 円 〔貸倒れに係る消費税額の計算〕 

  免税事業者時の売掛金のため適用なし 

控 除 税 額 小 計 5,045,906 円 〔控除税額小計の計算〕 

  4,856,323 円＋189,583 円＝5,045,906 円 

 

Ⅳ 差引税額又は控除不足還付税額の計算 

区  分 金  額 計  算  過  程 

差 引 税 額 ◎   947,200 円 〔差引税額又は控除不足還付税額の計算〕 

控除不足還付税額 0 円 5,993,127 円－5,045,906 円＝947,221 円 → 947,200 円（百円未満切捨） 

 

Ⅴ 納付税額又は中間納付還付税額の計算 

区  分 金  額 計  算  過  程 

納 付 税 額 ◎   298,300 円 〔納付税額又は中間納付還付税額の計算〕 

中間納付還付税額 0 円 947,200 円－648,900 円＝298,300 円 

 

 



 

第一問 

問１ ⑴と⑵については、定義規定の解答、関連する項目の抽出し解答する問題であったため、

と⑵でどこまで得点の積み上げができたかがポイントになると思われます。

問２ 初めての出題形式でしたが、難易度は理論問題集の内容を正確に理解していれば解答できる

レベルの問題であると思われ

 

第二問 

問１ 基本的な簡易課税制度の問題の出題でした。税抜経理問題でしたが落ち着いて解答すれば解

答できる問題と思われます。

問２ 新設法人に該当する事業者が調整対象固定資産を取得したため簡易課税制度が適用されない

という問題でした。普段理論として解答している内容が計算問題として出題されていますがこ

の内容に気付けたかどうかがポイントになると思われます。

 

予想合格ライン

理論の問１

80％ぐらいの点数が取れていると良いと思われます。問２

習に時間をかけた方においては、満点に近い点数を取ることは、難しくはないといえます。

らい欲しいところです。

計算に関しては

なると思われます。それぞれ

したがって、合格ボーダーラインは以下のとおりとなります。

問１ 

20点～23

 

 

次ページに、次年度に向けた自己採点結果・タイプ別コースガイド掲載中！

第

⑴と⑵については、定義規定の解答、関連する項目の抽出し解答する問題であったため、

と⑵でどこまで得点の積み上げができたかがポイントになると思われます。

初めての出題形式でしたが、難易度は理論問題集の内容を正確に理解していれば解答できる

レベルの問題であると思われ

基本的な簡易課税制度の問題の出題でした。税抜経理問題でしたが落ち着いて解答すれば解

答できる問題と思われます。

新設法人に該当する事業者が調整対象固定資産を取得したため簡易課税制度が適用されない

という問題でした。普段理論として解答している内容が計算問題として出題されていますがこ

の内容に気付けたかどうかがポイントになると思われます。

予想合格ライン 

の問１については

％ぐらいの点数が取れていると良いと思われます。問２

習に時間をかけた方においては、満点に近い点数を取ることは、難しくはないといえます。

らい欲しいところです。

計算に関しては、総合問題２題の出題であったため時間内にどこまで解答できたかがポイントに

なると思われます。それぞれ

したがって、合格ボーダーラインは以下のとおりとなります。

第一問 

 問２

23点 15点～

 

次ページに、次年度に向けた自己採点結果・タイプ別コースガイド掲載中！

第67回 

⑴と⑵については、定義規定の解答、関連する項目の抽出し解答する問題であったため、

と⑵でどこまで得点の積み上げができたかがポイントになると思われます。

初めての出題形式でしたが、難易度は理論問題集の内容を正確に理解していれば解答できる

レベルの問題であると思われ

基本的な簡易課税制度の問題の出題でした。税抜経理問題でしたが落ち着いて解答すれば解

答できる問題と思われます。

新設法人に該当する事業者が調整対象固定資産を取得したため簡易課税制度が適用されない

という問題でした。普段理論として解答している内容が計算問題として出題されていますがこ

の内容に気付けたかどうかがポイントになると思われます。

については、⑴は満点を取っていただきたいです。⑵

％ぐらいの点数が取れていると良いと思われます。問２

習に時間をかけた方においては、満点に近い点数を取ることは、難しくはないといえます。

らい欲しいところです。 

総合問題２題の出題であったため時間内にどこまで解答できたかがポイントに

なると思われます。それぞれ 80％ぐらいの得点が取れていると良いと思われます。

したがって、合格ボーダーラインは以下のとおりとなります。

問２ 

点～20点 

  

次ページに、次年度に向けた自己採点結果・タイプ別コースガイド掲載中！

 税理士試験

⑴と⑵については、定義規定の解答、関連する項目の抽出し解答する問題であったため、

と⑵でどこまで得点の積み上げができたかがポイントになると思われます。

初めての出題形式でしたが、難易度は理論問題集の内容を正確に理解していれば解答できる

レベルの問題であると思われますので高得点を獲得することができると思われます。

基本的な簡易課税制度の問題の出題でした。税抜経理問題でしたが落ち着いて解答すれば解

答できる問題と思われます。 

新設法人に該当する事業者が調整対象固定資産を取得したため簡易課税制度が適用されない

という問題でした。普段理論として解答している内容が計算問題として出題されていますがこ

の内容に気付けたかどうかがポイントになると思われます。

⑴は満点を取っていただきたいです。⑵

％ぐらいの点数が取れていると良いと思われます。問２

習に時間をかけた方においては、満点に近い点数を取ることは、難しくはないといえます。

総合問題２題の出題であったため時間内にどこまで解答できたかがポイントに

％ぐらいの得点が取れていると良いと思われます。

したがって、合格ボーダーラインは以下のとおりとなります。

問１ 

17点～20

次ページに、次年度に向けた自己採点結果・タイプ別コースガイド掲載中！

税理士試験 

⑴と⑵については、定義規定の解答、関連する項目の抽出し解答する問題であったため、

と⑵でどこまで得点の積み上げができたかがポイントになると思われます。

初めての出題形式でしたが、難易度は理論問題集の内容を正確に理解していれば解答できる

ますので高得点を獲得することができると思われます。

基本的な簡易課税制度の問題の出題でした。税抜経理問題でしたが落ち着いて解答すれば解

新設法人に該当する事業者が調整対象固定資産を取得したため簡易課税制度が適用されない

という問題でした。普段理論として解答している内容が計算問題として出題されていますがこ

の内容に気付けたかどうかがポイントになると思われます。

⑴は満点を取っていただきたいです。⑵

％ぐらいの点数が取れていると良いと思われます。問２

習に時間をかけた方においては、満点に近い点数を取ることは、難しくはないといえます。

総合問題２題の出題であったため時間内にどこまで解答できたかがポイントに

％ぐらいの得点が取れていると良いと思われます。

したがって、合格ボーダーラインは以下のとおりとなります。

第二問 

 問２

20点 19点

次ページに、次年度に向けた自己採点結果・タイプ別コースガイド掲載中！

 消費税法

⑴と⑵については、定義規定の解答、関連する項目の抽出し解答する問題であったため、

と⑵でどこまで得点の積み上げができたかがポイントになると思われます。

初めての出題形式でしたが、難易度は理論問題集の内容を正確に理解していれば解答できる

ますので高得点を獲得することができると思われます。

基本的な簡易課税制度の問題の出題でした。税抜経理問題でしたが落ち着いて解答すれば解

新設法人に該当する事業者が調整対象固定資産を取得したため簡易課税制度が適用されない

という問題でした。普段理論として解答している内容が計算問題として出題されていますがこ

の内容に気付けたかどうかがポイントになると思われます。 

⑴は満点を取っていただきたいです。⑵

％ぐらいの点数が取れていると良いと思われます。問２については、

習に時間をかけた方においては、満点に近い点数を取ることは、難しくはないといえます。

総合問題２題の出題であったため時間内にどこまで解答できたかがポイントに

％ぐらいの得点が取れていると良いと思われます。

したがって、合格ボーダーラインは以下のとおりとなります。 

問２ 

点～22点 

次ページに、次年度に向けた自己採点結果・タイプ別コースガイド掲載中！

税法 講評

⑴と⑵については、定義規定の解答、関連する項目の抽出し解答する問題であったため、

と⑵でどこまで得点の積み上げができたかがポイントになると思われます。

初めての出題形式でしたが、難易度は理論問題集の内容を正確に理解していれば解答できる

ますので高得点を獲得することができると思われます。

基本的な簡易課税制度の問題の出題でした。税抜経理問題でしたが落ち着いて解答すれば解

新設法人に該当する事業者が調整対象固定資産を取得したため簡易課税制度が適用されない

という問題でした。普段理論として解答している内容が計算問題として出題されていますがこ

 

⑴は満点を取っていただきたいです。⑵については

については、個別理論であり、理論の学

習に時間をかけた方においては、満点に近い点数を取ることは、難しくはないといえます。

総合問題２題の出題であったため時間内にどこまで解答できたかがポイントに

％ぐらいの得点が取れていると良いと思われます。

 

合 

71点～

次ページに、次年度に向けた自己採点結果・タイプ別コースガイド掲載中！

講評 

⑴と⑵については、定義規定の解答、関連する項目の抽出し解答する問題であったため、

と⑵でどこまで得点の積み上げができたかがポイントになると思われます。 

初めての出題形式でしたが、難易度は理論問題集の内容を正確に理解していれば解答できる

ますので高得点を獲得することができると思われます。

基本的な簡易課税制度の問題の出題でした。税抜経理問題でしたが落ち着いて解答すれば解

新設法人に該当する事業者が調整対象固定資産を取得したため簡易課税制度が適用されない

という問題でした。普段理論として解答している内容が計算問題として出題されていますがこ

については項目の抽出ができ

個別理論であり、理論の学

習に時間をかけた方においては、満点に近い点数を取ることは、難しくはないといえます。

総合問題２題の出題であったため時間内にどこまで解答できたかがポイントに

％ぐらいの得点が取れていると良いと思われます。 

 計 

～85点 

次ページに、次年度に向けた自己採点結果・タイプ別コースガイド掲載中！

⑴と⑵については、定義規定の解答、関連する項目の抽出し解答する問題であったため、⑴

初めての出題形式でしたが、難易度は理論問題集の内容を正確に理解していれば解答できる

ますので高得点を獲得することができると思われます。 

基本的な簡易課税制度の問題の出題でした。税抜経理問題でしたが落ち着いて解答すれば解

新設法人に該当する事業者が調整対象固定資産を取得したため簡易課税制度が適用されない

という問題でした。普段理論として解答している内容が計算問題として出題されていますがこ

項目の抽出ができ

個別理論であり、理論の学

習に時間をかけた方においては、満点に近い点数を取ることは、難しくはないといえます。18 点ぐ

総合問題２題の出題であったため時間内にどこまで解答できたかがポイントに

次ページに、次年度に向けた自己採点結果・タイプ別コースガイド掲載中！ 

 

⑴

初めての出題形式でしたが、難易度は理論問題集の内容を正確に理解していれば解答できる

基本的な簡易課税制度の問題の出題でした。税抜経理問題でしたが落ち着いて解答すれば解

新設法人に該当する事業者が調整対象固定資産を取得したため簡易課税制度が適用されない

という問題でした。普段理論として解答している内容が計算問題として出題されていますがこ

項目の抽出ができ

個別理論であり、理論の学

点ぐ

総合問題２題の出題であったため時間内にどこまで解答できたかがポイントに



 

 

 第 67 回税理士試験の受験お疲れ様でした。今年の本試験も終わり、第

に向けた準備のスタートです。第

解消するため、フローチャートで確認してみて下さい。なお、下記に示す点数は、ネットスク

ールの予想配点に基づくものになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 68 回税理士試験に向けた受験対策講座は、平成

す。 

ネットスクールでは、みなさんの合格へのサポートを経験豊富な講師陣を中心に行っていき

ます。ご受講、お待ちしております。

第 6

85 点以上

71～84

65～70

64 点以下

回税理士試験の受験お疲れ様でした。今年の本試験も終わり、第

に向けた準備のスタートです。第

解消するため、フローチャートで確認してみて下さい。なお、下記に示す点数は、ネットスク

ールの予想配点に基づくものになります。

回税理士試験に向けた受験対策講座は、平成

ネットスクールでは、みなさんの合格へのサポートを経験豊富な講師陣を中心に行っていき

ます。ご受講、お待ちしております。

68 回税理士試験受験に向けたコース

点以上 

84 点 

70 点 

点以下 

回税理士試験の受験お疲れ様でした。今年の本試験も終わり、第

に向けた準備のスタートです。第

解消するため、フローチャートで確認してみて下さい。なお、下記に示す点数は、ネットスク

ールの予想配点に基づくものになります。

回税理士試験に向けた受験対策講座は、平成

ネットスクールでは、みなさんの合格へのサポートを経験豊富な講師陣を中心に行っていき

ます。ご受講、お待ちしております。

回税理士試験受験に向けたコース

受験科目のことが

回税理士試験の受験お疲れ様でした。今年の本試験も終わり、第

に向けた準備のスタートです。第 68 回税理士試験受験に向けた科目選択やコース選択の悩みを

解消するため、フローチャートで確認してみて下さい。なお、下記に示す点数は、ネットスク

ールの予想配点に基づくものになります。

回税理士試験に向けた受験対策講座は、平成

ネットスクールでは、みなさんの合格へのサポートを経験豊富な講師陣を中心に行っていき

ます。ご受講、お待ちしております。 

回税理士試験受験に向けたコース

受験科目のことが
どうしても心配

次の科目に
進みたい

回税理士試験の受験お疲れ様でした。今年の本試験も終わり、第

回税理士試験受験に向けた科目選択やコース選択の悩みを

解消するため、フローチャートで確認してみて下さい。なお、下記に示す点数は、ネットスク

ールの予想配点に基づくものになります。 
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ネットスクールでは、みなさんの合格へのサポートを経験豊富な講師陣を中心に行っていき
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回税理士試験の受験お疲れ様でした。今年の本試験も終わり、第

回税理士試験受験に向けた科目選択やコース選択の悩みを

解消するため、フローチャートで確認してみて下さい。なお、下記に示す点数は、ネットスク

月 22 日より、各科目順次開講しま

ネットスクールでは、みなさんの合格へのサポートを経験豊富な講師陣を中心に行っていき

回税理士試験受験に向けたコース

Ａタイプ
今回の試験の合格可能性はか
なり高いので、早めに次の科目
の準備に取りかかって、来年に
向けてスタートダッシュ！

Ｂタイプ
最終的な結果は
なければなりませんが、来年の
ことを考えると、早く次のステッ
プに進みましょう！

Ｃタイプ
心配なところは、経験者合格コ
ースの早期申込みで早めに解
決させましょう。その上で、次の
科目へ進むことも忘れずに。

Ｄタイプ
経験者合格コースの早期申込
特典で今年受験した科目の実
力を今のうちからＵＰさせよう。
でも、次の科目のことも考えて。

Ｅタイプ
もう一度、標準コースで基礎をし
っかりと学習しなおすことをお勧
めします。「急がば回れ」。着実
に力を身に付けましょう。
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ネットスクールでは、みなさんの合格へのサポートを経験豊富な講師陣を中心に行っていき

回税理士試験受験に向けたコース案内

Ａタイプ 
今回の試験の合格可能性はか
なり高いので、早めに次の科目
の準備に取りかかって、来年に
向けてスタートダッシュ！

Ｂタイプ 
最終的な結果は 12 月まで待た
なければなりませんが、来年の
ことを考えると、早く次のステッ
プに進みましょう！ 

Ｃタイプ 
心配なところは、経験者合格コ
ースの早期申込みで早めに解
決させましょう。その上で、次の
科目へ進むことも忘れずに。

Ｄタイプ 
経験者合格コースの早期申込
特典で今年受験した科目の実
力を今のうちからＵＰさせよう。
でも、次の科目のことも考えて。

Ｅタイプ 
もう一度、標準コースで基礎をし
っかりと学習しなおすことをお勧
めします。「急がば回れ」。着実
に力を身に付けましょう。
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今回の試験の合格可能性はか
なり高いので、早めに次の科目
の準備に取りかかって、来年に
向けてスタートダッシュ！ 

月まで待た
なければなりませんが、来年の
ことを考えると、早く次のステッ

心配なところは、経験者合格コ
ースの早期申込みで早めに解
決させましょう。その上で、次の
科目へ進むことも忘れずに。 

経験者合格コースの早期申込
特典で今年受験した科目の実
力を今のうちからＵＰさせよう。
でも、次の科目のことも考えて。 

もう一度、標準コースで基礎をし
っかりと学習しなおすことをお勧
めします。「急がば回れ」。着実
に力を身に付けましょう。 
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